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２．新たなコミュニティ
      の構築

１．市民協働の推進

３．多様な交流の推進

5．男女共同参画社会の推進

４．人権の尊重

１  みんなで創る自治のまち１  みんなで創る自治のまち

５．青少年の健全育成

４．スポーツ・レクリ
      エーションの振興

１．学校教育の充実

２．生涯学習の充実

３．芸術・文化の振興

６  個性豊かな教育・文化のまち６  個性豊かな教育・文化のまち

７  信頼で築く自主・自立のまち７  信頼で築く自主・自立のまち

１．茨城空港の利活用 ３．商業・工業の振興

４．観光の振興２．農業・水産業の振興

５  活力に満ちた産業のまち５  活力に満ちた産業のまち

４．防災対策の充実

３．基地対策の充実 ７．生活安全対策の充実

５．消防・救急体制の充実１．自然・地球環境の保全

２．循環型社会の形成 ６．交通安全対策の充実

３  うるおいのある安全・安心なまち３  うるおいのある安全・安心なまち

４．地域福祉の充実

３．地域医療の充実 ７．社会保障の充実

５．高齢者福祉の充実１．少子化対策の推進

２．健康づくりの推進 ６．障がい者福祉の充実

４  ぬくもりにあふれる健やかなまち４  ぬくもりにあふれる健やかなまち

４．上水道の整備

３．公共交通の充実 ７．公園・緑地・水辺の整備

５．下水道の整備１．計画的土地利用の推進

２．道路体系の充実 ６．住環境・景観の保全と整備

２  未来を拓く快適・便利なまち２  未来を拓く快適・便利なまち

施策の体系図

重点施策２重点施策２

重点施策３重点施策３

重点施策１重点施策１

　本市をとりまく社会情勢は，時代の大きな
転換期を迎えています。
　私たちのまち小美玉市は，新たな行政課題
に対応していくため，地域の力を一つにし，新し
いまちづくりに臨んでいきます。

協働と連携で自立性の高いまちへ
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平成25年3月 小美玉市長　島田 穣一

　平成18年3月27日の合併以来７年が経過し，平成20年3月に策定された市総合計画の前期5ヵ年で
は，茨城空港の開港をはじめ，常磐自動車道石岡小美玉スマートインターチェンジの開設など，
市の一体化を図りつつ，新市の発展に向けた新たな資本の整備が着々と進められてきました。
　一方，平成23年3月11日に発生した東日本大震災では，本市も多くの被害を受け，市民の皆様の
暮らしにも少なからずご不便が生じることとなりましたが，これを乗り越えていく上で「市民
力」，「企業力」，「職員力」，さらにはそれらを連携する協働の大切さを改めて実感いたしました。

　平成25年度からはじまる後期基本計画では，重点的かつ積極的に取り組んでいく施策として，
市内のコミュニティの深化，市内外における交流の活性化，市民生活における幅広い視点に立った安全・安心の
充実の３つの重点施策を設定しました。

　本市には，霞ヶ浦をはじめとする豊かな自然や歴史・文化などの恵まれた地域資源と，まちづくりの源となる
人的資源があります。こうした貴重な資源を最大限生かしながら，市民参画と協働により後期基本計画を推進
し，市の将来像である「人が輝く水と緑の交流都市」を築いてまいりたいと思います。

　最後に，本計画の策定にあたりご協力いただいた，多くの市民の皆様をはじめ，策定にご尽力いただいた総合
計画審議会委員に対しまして，心よりお礼申し上げますとともに，本計画の達成のために，今後とも一層のご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

市内外との交流の活性化

を目指す重点施策

安全で安心できる環境

を目指す重点施策

地域内の交流の深化

を目指す重点施策




